
 

甲佐町告示第１３１号 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和６年１２月２４日 

甲佐町長 甲 斐 高 士 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、甲佐町が、甲佐町内において新たな特産品の開発又は既存の特産品

の生産力を強化するため、特産品の生産、製造及び加工等に係る施設並びに設備等を整

備する事業（以下「創出事業」という。）に取り組む事業者（以下「提案事業者」とい

う。）に対し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

すること（以下「補助事業」という。）について、甲佐町補助金等交付規則（平成18年

甲佐町規則第４号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 創出 新たな特産品の開発又は既存の特産品の生産力を強化 

⑵ 地場産品 甲佐町の特産品（平成31年総務省告示第179号に該当する返礼品） 

⑶ 創出事業 地域資源等を活かした魅力的で安全安心な新たな特産品の開発や既存の

特産品における生産力を強化するため、特産品の生産、製造、加工等に係る施設、設

備等を整備する事業 

⑷ 補助事業 町が、この要綱の規定に基づき、町内に事業所を有する事業者や新たに

町内に事業所を立地する事業者が当該事業所において創出事業を実施することを支援

すること 

⑸ 提案事業 町長が別に定める「甲佐町地場産品創出事業提案募集要項」（以下「募

集要項」という。）の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者等の提案する

事業 

⑹ 認定事業 提案事業について、「甲佐町地場産品創出支援事業審査会」（以下「審

査会」という。）の審査を経たうえで、町が「適当」と判断した事業 



 

⑺ 提案事業者 募集要項の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者 

⑻登録事業者 提案事業者のうち、提案事業について審査会の審査を経たうえで、町が

「適当」と判断した者 

⑼登録産品 認定事業において地場産品として登録するもの 

⑽寄附額 甲佐町のふるさと納税サイトにおける寄附を受けた額の合計額 

⑾目標額 第４条に規定する補助対象経費から他の補助金額を差し引いた額とし、 

1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。 

⑿補助事業者 登録事業者が、寄附額が目標額に達成後、第６条に規定する補助金交付

申請し、第７条に規定する補助金の交付決定を受けた者 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 認定事業による地場産品を登録産品とする意思を有する者 

⑵ 登録産品に係る寄附額が目標額に達した者。ただし、寄付額が目標額に達しない場

合であっても、登録事業者が自らの責めにおいて事業を遂行することを町長に届け出

て、その承認を得た者は、この限りでない。 

⑶ 認定事業開始時において、町内に事業所を開設している、又は開設を予定している

者で、登録産品の生産、製造、付加価値を伴う加工等を行っている又は行う予定であ

る者 

⑷ 認定事業開始時に町内に事業所を開設予定としている場合は、交付決定後町内に本

店又は支店を置くことが見込まれる者 

⑸ 登録産品について、補助事業開始の日から５年以上継続して、登録産品を返礼品と

して出品する意思を有する者 

⑹ 自ら提案事業を実施する者であり、かつ自ら認定事業を実施する者 

⑺ 第７条に規定する補助金交付決定から１年以内に補助事業に着手できる者 

⑻ 国税、都道府県税・市町村税等を滞納していない者（納税猶予等の措置によるもの

を除く。） 

⑼ 甲佐町暴力団排除条例（平成23年甲佐町条例第７号）に規定する暴力団、暴力団員

又は暴力団密接関係者でない者 

⑽ 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしていない者  



 

⑾ 創出事業を宗教活動や政治活動を目的として行っていない者 

⑿ 町から入札参加資格停止の措置を受けていない者 

⒀ PL（生産物賠償責任）保険またはPL保険と同等程度の損害保険会社等の賠償責任保

険に加入している者 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第１に掲げるとおりとする。ただし、他

の補助金を併用する場合においては、補助対象経費の額の合計額から他の補助金額を差

し引いた額を補助対象経費とする。 

 （補助金額及び補助限度額） 

第５条 補助金の額及び補助限度額は、別表第２によるものとする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、甲佐町地場産品創出支援事業補助

金交付申請書（様式第１号）に別表第３に規定する書類を添付し、町長に申請するもの

とする。 

２ 前項の申請は、寄附額が目標額に達成した日又はふるさと納税サイトにおける寄附

募集が終了した日のいずれか早い日から30日以内に行うものとする。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付

の可否を決定しなければならない。 

２ 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すること

ができる。 

３ 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付

決定通知書（様式第４号）により、不交付の決定をしたときは、甲佐町地場産品創出支

援事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により当該申請者に通知するものとす

る。 

（交付決定前の着手） 

第８条 登録事業者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たり

やむを得ない事情がある場合で、前条に規定する交付の可否の決定前に事業に着手する

場合は、あらかじめ事業着手届（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 



 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は事業計画を変更し、又は事業を中止しようとするときは、甲佐町地

場産品創出支援事業補助金（変更・中止）承認申請書（様式第７号）を町長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付

の変更の可否又は取消しを決定し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金（変更・中止）

承認（不承認）決定通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後30日以内に甲佐町地場産品創

出支援事業補助金実績報告書（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の確定） 

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査を行い、必要に

応じて現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交

付確定通知書（様式第10号）により通知するものとする。 

（交付金の交付） 

第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するため当該補助事業

の完了前に補助金を交付する必要があると特に認めるときは、補助金の全部又は一部を

補助事業が完了する前に概算交付することができる。 

（補助金の請求及び支払） 

第13条 補助金の請求は、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付請求書（様式第11号）

により、概算交付に係る請求をするときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金概算払

請求書（様式第12号）により請求するものとする。 

２ 町長は、前項の請求を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。 

（補助金の返還） 

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

⑴ 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。 



 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。 

⑶ 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷ 登録産品について、補助事業開始の日から５年以上継続して、登録産品を返礼品と

して出品しなかった者。ただし、法令等の改正、その他不可抗力な避けがたい外部的

な事象の発生により出品できないと町が認める場合を除く。 

⑸ 前４号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期

限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。 

３ 前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しな

ければならない。 

（補助金の経理） 

第15条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完

了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、公示の日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 

新たな特産品の開発又は既

存の特産品の生産力を強化

するために要する施設、設

備等に関するもの 

土地取得費 

施設整備費 

施設・設備の撤去に係る経費 

土地建物賃借料 

内装・設備・施工工事費 

備品費 

借料・損料 



 

委託費・外注費 

その他必要と認める経費 

備考 

 １ 公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、消 

耗品費、その他社会通念上不適切と認められる費用は除く。 

 ２ 土地取得費は次の要件を満たすこと。 

  ① 提案時点で具体的な候補地の選定が完了していること。 

② 新たな施設等の設置を伴う事業であること。 

③ 既存施設等も含めて、全体の生産能力を減少させるものでないこと。 

④ 土地取得等の契約後３年以内に工場等の稼働を開始すること。 



 

別表第２（第５条関係） 

補助対象者 補助金額及び補助上限額 

申請時点において、次のいずれ

かに該当する者 

⑴ 町内に本店又は支店がある

法人 

⑵ 町内に住所を有する個人事

業主 

補助対象経費に１０分の８を乗じて得た額。 

上記以外で、次のいずれかに該

当する者 

⑴ 補助金交付決定後町内に本

店又は支店を置くことが見込ま

れる法人 

⑵ 補助金交付決定後町内に住

所を有することが見込まれる個

人事業主 

補助対象経費に１０分の４を乗じて得た額。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、各号の補助額を加算できるものとする。なお、補助対象

経費の１０分の８を乗じて得た額を上限とする。 

⑴補助事業を実施することで売上額が前決算年度比5.0％増加した上で、従業員の基本給を2％増加す

る場合                      補助対象経費の１０分の２を乗じて得た額 

⑵補助事業を実施することで売上額が前決算年度比5.0％増加した上で、新たに町内在住者を１人以

上雇用する場合                  補助対象経費の１０分の２を乗じて得た額 

⑶登録産品に使用する資材等について、新たに町内の事業者又は個人から購入する全体に占める割合

が５％以上増加する場合              補助対象経費の１０分の２を乗じて得た額 

備考 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。  



 

別表第３（第６条関係） 

添付資料 

【個人・法人共通】 

⑴ 企画提案書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 直近の市町村税の納税証明書（個人の場合は、市町村税納税証明書、法人の場合は

法人市町村税納税証明書及び代表者の市町村税納税証明書とする。） 

⑷ 事業実施等誓約書 

⑸ 暴力団員非該当誓約書及び同意書（様式第３号） 

【個人の場合】 

⑴ 住民基本台帳に基づく住民票の写し（３箇月以内のもの） 

⑵ 個人事業の開廃業等届出書（個人事業で届出済の場合） 

⑶ 直近３年分の確定申告書 

⑷ 営業許可証等の写し（許認可を必要とする場合に限る。） 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

【法人の場合】 

⑴ 履歴事項全部証明書（３箇月以内のもの） 

⑵ 定款の写し 

⑶ 直近３期分の決算書 

⑷ 営業許可証等の写し（許認可を必要とする場合に限る。） 

⑸ その他町長が必要と認める書類 

 

 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

 甲佐町長 様 

 

申請者 所在地（住所） 

                  団体等の名称 

                  代表者氏名          印 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付申請書 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金の交付を受けたいので、甲佐町地場産品創出支援事業

補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

１ 事業名 

 

２ 補助金交付申請額             円（千円未満切捨て） 

 

３ 事業の完了予定年月日 

 

４ 添付書類 

 【個人・法人共通】 

   ⑴ 企画提案書 

   ⑵ 収支予算書 

   ⑶ 直近の市町村税の納税証明書（個人の場合は、市町村税納税証明書、法人の場合

は法人市町村税納税証明書及び代表者の市町村税納税証明書とする。） 

   ⑷ 事業実施等誓約書（様式第２号） 

   ⑸ 暴力団非該当誓約書及び同意書（様式第３号） 

 【法人の場合】 

   ⑴ 履歴事項全部証明書（３箇月以内のもの） 

   ⑵ 定款の写し 

   ⑶ 直近３期分の決算書 

   ⑷ 営業許可証等の写し（許認可を必要とする場合に限る。） 

   ⑸ その他町長が必要と認める書類 

 【個人の場合】 

   ⑴ 住民基本台帳法に基づく住民票の写し（３箇月以内のもの） 

   ⑵ 個人事業開廃業等届出書（個人事業で届出済の場合） 

   ⑶ 直近３年分の確定申告書 

   ⑷ 営業許可証等の写し（許認可を必要とする場合に限る。） 

   ⑸ その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

 

事業実施等誓約書 

 

 年  月  日 

 

 甲佐町長 様 

 

              申請者 住  所 

                  名  称 

                  代表者名             

                  電話番号 

 

 私は、町が行う甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱について以下の事項を遵守し

ます。 

 

 

記 

 

１ 甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱の内容を遵守します。 

 

２ 認定事業に係る地場産品を、登録産品とする意思を有します。 

 

３ 補助事業開始の日から５年以上継続してこの事業を営む意思を有します。 

 

４ 甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第１４条に該当し、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消された場合は、取り消された部分について交付された補助金を返還し

ます。 

 

以上、誓約します。 

 

 

 

 

                          

  



 

様式第３号（第６条関係） 

 

暴力団非該当等誓約書及び同意書 

 

 年  月  日 

 

 甲佐町長 様 

 

              申請者 住  所 

                  名  称 

                  代表者名             

                  電話番号 

 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の申請に関して、私は甲佐町

暴力団排除条例（平成 23 年甲佐町条例第７号）第２条第２号に規定する暴力団員に該当し

ないこと、併せて暴力団員と密接な関係を有しないことを誓約します。 

なお、誓約事項確認のため熊本県警察署等に対する関係情報の照会及び取得について同意 

するとともに、この誓約に違反した場合は、締結した契約は何らの催告を要さず解除され、

これにより損害を被ったとしても何ら異議ありません。 

  



 

様式３（別紙） 

 

構成員名簿 

 

申 請 者 名  

所 在 地  

 

 

役職 氏 名 ふりがな 生年月日 性別 住 所 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

 第    号 

年 月 日 

 

           様 

 

甲佐町長          

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付決定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定し

たので、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第７条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 補助金交付決定額           円 

 

 

交付条件 

（１）補助事業の内容、経費の配分若しくは事業計画等に変更があるとき、又は補助事業を

中止するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。 

（２）補助事業が予定の期間に完了しないとき、又は遂行が困難となったときは、速やかに

町長に報告してその指示を受けること。 

（３）補助事業の実施に当たっては、その経理が明らかとなる書類を保管しておくこと。 

（４）前各号に掲げるもののほか、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱の規定を遵

守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第７条関係） 

 

   年   月   日 

 

         様 

 

甲佐町長           

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金不交付通知書 

 

    年   月   日付けで申請のあった補助金の交付については、不交付と決定し

たので、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第７条第３項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第８条関係） 

 

年   月   日 

 

甲佐町長 様 

 

申請者 所在地（住所） 

団体等の名称  

代表者氏名          印 

 

事業着手届 

 

 甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、別記条件を了承の上、

下記のとおり補助金交付決定前に着手しますので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 交付申請予定額            円 

 

３ 事業実施期間    着手予定    年    月    日 

            完了予定    年    月    日 

 

４ 事業概要 

 

５ 事前着手を必要とする理由 

 

 

（別記条件） 

⑴ 補助事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの間において、事業計画の

変更を行わないこと。 

⑵ 補助金交付決定を受けるまでの間において、天変地異等の事由により実施した事業に損

失が生じた場合、これらの損失は事業主体が負担すること。 

⑶ 補助金不交付決定を受けた場合及び補助金交付決定を受けた補助金額が、交付申請額又

は交付申請予定額に達しない場合においても異議がないこと。 

  



 

様式第７号（第９条関係） 

 

年   月   日 

 

甲佐町長 様 

 

申請者 所在地（住所） 

団体等の名称  

代表者氏名          印 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金（変更・中止）承認申請書 

 

    年   月   日付け   第   号で補助金の交付決定の通知を受けた補

助事業について、下記のとおり（変更・中止）したいので甲佐町地場産品創出支援事業補助

金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更・中止の理由 

 

 

２ 変更・中止する内容 

⑴ 事業の内容 

変更前 変更後 

  

 

 

⑵ 経費内訳（単位：円） 

設備の名称 
補助事業に要する経費 補助金額 

備考 
変更前 変更後 変更前 変更後 

 
     

合計 
     

※事業経費が変更する場合、見積書の写しを添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第８号（第９条関係） 

 

  第   号 

   年   月   日 

 

              様 

 

                         甲佐町長          

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金（変更・中止）承認（不承認）決定通知書 

 

    年   月   日付けで申請のありました甲佐町地場産品創出支援事業補助金

（変更・中止）承認申請については、下記のとおり承認（不承認）としますので甲佐町地場

産品創出支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

変更の別 変更 ・ 中止 

変更年月日 年   月   日 

変更事項 

（変更の場合） 
 

不承認理由 

（不承認の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号（第１０条関係） 

 

年   月   日 

 

甲佐町長 様 

 

申請者 所在地（住所） 

団体等の名称 

代表者氏名          印 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金事業実績報告書 

 

    年   月   日付け  第   号で補助金の交付決定の通知を受けた補助

事業が完了したので、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により報

告します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 実施事業の概要 

 

 

３ 関係書類 

 ⑴ 事業報告書 

 ⑵ 収支決算書 

 ⑶ 事業の実施状況を写す写真、資料等 

 ⑷ 領収書等の写し 

 ⑸ 補助対象経費に係る支出明細書 

 ⑹ その他町長が必要と認める資料 

 

 

 

 

４ 補助金交付決定通知額          円 

 

 

５ 補助対象経費精算額           円 

  



 

 

事業報告書 

 

団体名 
 

事業名 
 

【具体的な事業内容】（事業の趣旨、場所、事業内容等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の成果】（今回の事業実施での新たな効果、事業効果の地域への還元） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第５条 別表第２の補助率の加算を希望した事業者のみ 

【事業の成果】（今回の事業実施による成果を項目ごとに記載） 



 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金収支決算書 

 

団体名              

 

収入の部                          単位：円 

科目 予算額 決算額 差引増減 
適用 

（収入先等） 

町補助金 
    

自己資金 
    

寄附金・協賛金 
    

売上げ 
    

他団体等補助金・

助成金 

    

 
    

合計 
    

 

 

支出の部                          単位：円 

科目 予算額 決算額 差引増減 
適用 

（支出先等） 

     

     

     

     

     

     

合計     

 

  



 

様式第１０号（第１１条関係） 

 第   号 

年 月 日 

 

             様 

 

甲佐町長          

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付確定通知書 

 

    年   月   日付けで実績報告のあった補助事業に係る交付額について、次の

とおり確定したので、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１１号（第１３条関係） 

 

年   月   日 

 

甲佐町長 様 

 

申請者 所在地（住所） 

団体等の名称 

代表者氏名           印 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付請求書 

 

    年   月   日付け 第   号で補助金の交付確定の通知を受けた補助事

業について、交付を受けたいので、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第１３条第

１項の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額  金        円 

 

ただし、次に係るもの 

 交付確定通知額                 円 

 既概算交付額                  円 

 今回請求額                   円 

 

 

 

２ 振込先 

金融機関名・本支店名  

預金種別   口座番号   

フリガナ   

口座名義人  

※振込先金融機関の通帳の写しなど、口座番号及び名義人が確認できるものを添付すること。 

 

 

 

  



 

様式第１２号（第１３条関係） 

 

年   月   日 

 

甲佐町長          様 

 

申請者 所在地（住所） 

団体等の名称 

代表者氏名           印 

 

甲佐町地場産品創出支援事業補助金概算払請求書 

 

    年   月   日日付け甲 第   号で補助金の交付決定の通知を受けた補

助事業について、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定により

補助金の概算交付を請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額  金        円 

 

ただし、次に係るもの 

 交付決定通知額                 円 

 既概算交付額                  円 

 今回請求額                   円 

 未交付額                    円 

 

 

 

２ 振込先 

金融機関名・本支店名  

預金種別   口座番号   

フリガナ   

口座名義人  

※振込先金融機関の通帳の写しなど、口座番号及び名義人が確認できるものを添付すること。 

 

 

 

 


